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（開示事項の変更）連結子会社（特定子会社）の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年１月 16 日付「連結子会社（特定子会社）の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ」に

おいて公表した、当社の連結子会社かつ特定子会社であった凌巨科技股份有限公司(Giantplus 

Technology Co., Ltd.)(以下、「Giantplus」)に係る全保有株式の聚弈投資有限公司に対する譲渡（以下、

「本件株式譲渡」）について、内容に変更が生じましたので下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 変更の理由 

 本件株式譲渡は２回に分けて行い、第１回は 2025 年１月 20 日、第２回は 2025 年８月下旬を予定

しておりました。第１回の株式譲渡が 2025 年１月 20 日付で完了し、第２回の株式譲渡に向けて聚弈

投資有限公司と協議を進めておりましたが、クロージング条件の充足に関する認識の相違により、聚

弈投資有限公司による第２回の株式譲渡に係る義務の履行が期待し難い状況であることが明らかと

なったため、当社取締役会にて、同社及び保証人である郡宏光電股份有限公司に対する株式譲渡契約

に従った仲裁申立てを台湾の法的機関に行うことについて決議を行い、本日、中華民国仲裁協会にお

ける仲裁申立てを行いました。 

 

２． 変更の内容（変更箇所は下線を付しております。） 

（変更前） 
６．日程 

（１）取締役会決議日 2025 年１月 16 日 

（２）契約締結日 2025 年１月 16 日 

（３）株式譲渡実行日 第１回：2025 年１月 20 日（予定） 

第２回：2025 年８月下旬（予定） 

 
（変更後） 
６．日程 
（１）取締役会決議日 2025 年１月 16 日 

（２）契約締結日 2025 年１月 16 日 

（３）株式譲渡実行日 第１回：2025 年１月 20 日 

第２回：未定 

 
３． 今後の見通し 

 本件による当社の当期連結業績に与える影響については軽微であると判断しておりますが、今後、

開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。なお、第１回の株式譲渡をもって

Giantplus は当社の連結子会社から持分法適用関連会社となっております。 

 

以 上 


